
 

 

 

 

 

 
 

高齢者インフルエンザ予防接種の期間延長に関するお知らせ 

 

 

 

 

例年、６５歳以上の方を対象に費用助成をしているインフルエンザ予

防接種ですが、今年はワクチン供給量が遅れている影響を考慮し、接種

期間を１か月延長し、令和４年１月３１日までといたします。 

※延長は今年度限りとさせていただきます。 

今回の期間延長は、ワクチンの確保を保証するものではありません。医

療機関にワクチンがある場合のみ接種可能です。今年は昨年に比べ、全

体のワクチン供給量が少ないため、希望しても接種が受けられない場合

がありますので、ご了承ください。 

１２月までに接種の予約ができなかった（受けられなかった）方は、

必ず事前にワクチン状況等を医療機関に確認の上、接種されますようお

願いいたします。 

 
＜対象者＞ 

   接種当日 65 歳以上の方 

   接種当日 60 歳から 64 歳で「心臓、腎臓、呼吸器に機能障がいがある方」 

または「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方」 

（どちらもその障がいの程度が身体障がい者手帳 1 級に相当する方） 

＜接種料金＞ 

   1,200 円（上記対象者のうち、生活保護世帯の方は無料です。） 
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インフルエンザワクチン供給不足により、 

１２月までに接種の予約ができなかった方へ 




